
女性活躍推進法に基づく行動計画 

 

 

当組合は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（通称「女性活躍推進法」）

に基づき、行動計画を以下の通り策定しました。 

 

Ⅰ．計画期間 

平成２８年４月１日~平成３８年３月３１日（１０年間） 

 

Ⅱ．数値目標と取組目標 

男性の平均勤続年数に対する女性の平均勤続年数の割合を７０％以上とします。 

 正職員数 平均年齢 平均勤続年数 

男 性 ３５０人 ４１．１歳 １８．８年 

女 性 １５４人 ３１．５歳  ９．０年 

計 ５０４人 ３８．２歳 １５．８年 

（平成２８年４月１日現在） 

【１】年間の有給休暇取得日数平均１０日以上とします。 

（平成２８年３月末現在平均４日） 

＜具体的取組目標＞ 

・夏期休暇・冬期休暇・誕生日休暇を実施します。 

・ノー残業デイを継続実施します。 

 

【２】管理職に占める女性比率３％以上とします。 

（平成２８年４月１日現在０．６％） 

＜具体的取組目標＞ 

・女性管理職候補者の育成を行う、また若手女性職員に対してもキャリア意識向

上に繋がる機会を積極的に提供します。 

       男 性 女 性 計 

部長  ９人  ０人  ９人 

支店長・次長 ４７人  ０人 ４７人 

課長 ９１人  １人 ９２人 

係長 ６９人 ２５人 ９４人 

（平成２８年４月１日現在） 

 


